
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

３８３ トコフェロールニコチン酸エステル製剤（末梢神経炎）の算定につ

いて 

 

《令和６年１１月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

末梢神経炎に対するトコフェロールニコチン酸エステル製剤（ユベラＮカ

プセル等）の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ユベラＮカプセル 100 ㎎の添付文書の効能・効果は、高血圧症に伴う随伴症

状、高脂質血症、閉塞性動脈硬化症に伴う末梢循環障害である。 

末梢神経炎は、脊髄神経および脳神経の末梢神経（二次ニューロン）におけ

る炎症であり、手足等の末梢血管の循環を改善する効果を示す本剤の適応に

は該当しない。 

以上のことから、末梢神経炎に対する当該医薬品の算定は、原則として認め

られないと判断した。 
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